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び
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の
合
意
に
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投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
質
問
主
意
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令
和
七
年
（
二
〇
二
五
年
）
九
月
四
日
、
ト
ラ
ン
プ
米
国
大
統
領
は
、
我
が
国
に
対
す
る
関
税
の
措
置
に
関
す
る
大
統
領
令

に
署
名
し
た
。
同
日
、
赤
澤
亮
正
経
済
再
生
担
当
大
臣
は
、
ハ
ワ
ー
ド
・
ラ
ト
ニ
ッ
ク
米
国
商
務
長
官
と
の
間
で
、
日
米
間
の

合
意
に
基
づ
く
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
大
枠
に
つ
い
て
、
日
米
の
共
通
理
解
を
確
認
す
る
た
め
の
「
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
政
府
の
戦
略
的
投
資
に
関
す
る
了
解
覚
書
」
（
以
下
「
了
解
覚
書
」
と
い
う
。
）
に
署
名
し
た
。
ま
た
、
日
米
両

政
府
は
、
「
二
〇
二
五
年
七
月
二
十
二
日
の
日
米
間
の
枠
組
み
合
意
に
つ
い
て
の
共
同
声
明
」
を
発
出
し
た
。 

 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

今
般
の
戦
略
的
投
資
に
お
け
る
投
資
先
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
が
投
資
案
件
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
米
国
大

統
領
が
決
定
す
る
仕
組
み
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
ト
ニ
ッ
ク
商
務
長
官
も
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ

る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
投
資
先
に
つ
い
て
完
全
な
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
旨
を
明
確
に
述
べ
て

い
る
。 

 
 

戦
略
的
投
資
に
関
し
て
は
、
五
千
五
百
億
米
ド
ル
（
約
八
十
五
兆
円
）
を
米
国
に
投
資
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
投
資

資
金
の
調
達
に
当
た
っ
て
は
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
（
以
下
「
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
出
融
資
や
株
式
会
社



 

２ 

 

日
本
貿
易
保
険
（
以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
民
間
金
融
機
関
の
融
資
に
対
し
て
行
う
保
証
が
活
用
さ
れ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

五
千
五
百
億
米
ド
ル
（
約
八
十
五
兆
円
）
と
い
う
大
規
模
な
戦
略
的
投
資
の
実
行
に
よ
り
多
額
の
損
失
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
や
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
も
重
大
な
負
担
が
発
生
し
得
る
。
そ
の
場
合
、
政
府
と
し
て
公
的
資
金
の
注
入
ま
で
想
定
し

て
い
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

日
本
国
憲
法
は
、
自
国
の
主
権
を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
関
係
に
立
つ
と
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
及
び
Ｎ

Ｅ
Ｘ
Ｉ
は
、
全
額
政
府
出
資
の
株
式
会
社
で
あ
り
、
日
本
国
民
の
財
産
と
も
言
え
る
。
そ
の
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
及
び
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
に
よ

る
出
融
資
や
融
資
保
証
を
活
用
し
た
米
国
向
け
投
資
案
件
の
決
定
が
米
国
大
統
領
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
状
況
は
、
宗
主
国
と

植
民
地
の
関
係
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
今
般
の
了
解
覚
書
の
内
容
は
、
憲
法
が
示
す
各
国
の
対
等
な
関
係
か
ら
は
程
遠
い

と
考
え
る
。
政
府
は
、
投
資
先
を
米
国
大
統
領
が
選
定
し
、
我
が
国
が
資
金
を
拠
出
す
る
了
解
覚
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
日

米
両
国
が
対
等
な
関
係
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

了
解
覚
書
に
お
い
て
は
、
二
〇
二
九
年
一
月
十
九
日
ま
で
の
間
、
経
済
・
国
家
安
全
保
障
上
の
利
益
を
促
進
す
る
た
め
、

日
本
が
半
導
体
、
医
薬
品
、
金
属
鉱
物
、
造
船
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
含
む
）
等
の
様
々
な
分
野
に
お
い
て
、



 

３ 

 

五
千
五
百
億
米
ド
ル
（
約
八
十
五
兆
円
）
を
米
国
に
投
資
す
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
今
後
三
年
間
で
国
家
予
算
の
約

三
分
の
二
に
匹
敵
す
る
約
八
十
五
兆
円
も
の
巨
額
な
投
資
を
行
う
た
め
に
は
、
一
年
当
た
り
に
換
算
す
る
と
約
二
十
八
兆
円

の
投
資
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
投
資
を
期
限
ま
で
に
組
成
で
き
る
と
考
え
る
の
か
、
政
府
の
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
戦
略
的
投
資
の
た
め
の
資
金
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
了
解
覚
書
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
出

資
・
融
資
や
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
の
融
資
保
証
を
活
用
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
二
〇
二
五
年
三
月
末
時
点

の
出
融
資
残
高
及
び
保
証
残
高
の
合
計
は
約
十
七
兆
円
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
の
二
〇
二
四
年
三
月
末
時
点
の
保
険
責
任
残
高
は
約
十

五
兆
五
千
億
円
で
あ
る
が
、
三
年
間
で
八
十
五
兆
円
と
い
う
両
機
関
の
出
融
資
残
高
や
保
険
責
任
残
高
を
遥
か
に
上
回
る
大

規
模
な
投
資
案
件
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

戦
略
的
投
資
に
係
る
対
米
投
資
案
件
が
失
敗
し
た
場
合
、
出
資
・
融
資
、
融
資
保
証
を
行
う
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
や
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
の
資

金
回
収
が
困
難
と
な
り
、
国
家
財
政
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
る
。
令
和
七
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、

Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
及
び
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
の
財
務
基
盤
強
化
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
二
千
七
百
億
円
及
び
千
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
同
予

算
は
国
会
の
審
議
を
経
る
が
、
国
家
予
算
の
約
三
分
の
二
に
匹
敵
す
る
約
八
十
五
兆
円
も
の
巨
額
な
投
資
を
行
う
戦
略
的
投



 

４ 

 

資
に
つ
い
て
も
、
国
会
の
審
議
及
び
承
認
を
要
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 
戦
略
的
投
資
か
ら
生
ず
る
利
用
可
能
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
提
供
し
た
資
金
の
元
利
返
済

相
当
分
（
保
証
料
含
む
）
を
確
保
す
る
ま
で
は
、
米
国
と
日
本
が
五
割
ず
つ
分
配
し
、
そ
の
後
は
米
国
が
九
割
、
日
本
が
一

割
で
分
配
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

 
 

し
か
し
、
金
融
リ
ス
ク
は
日
本
側
が
負
担
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
投
資
か
ら
生
ず
る
利
用
可
能
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ

ロ
ー
の
分
配
割
合
が
、
五
割
又
は
九
割
と
米
国
側
に
多
い
の
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
米
国
側
が
提

供
す
る
土
地
、
水
、
電
力
等
の
負
担
は
、
日
本
側
の
負
担
と
比
較
し
て
偏
っ
た
分
配
割
合
に
見
合
う
ほ
ど
に
大
き
い
も
の
な

の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
こ
の
投
資
か
ら
生
ず
る
利
用
可
能
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
分
配
割
合
は
、
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
決
定
さ

れ
た
も
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

戦
略
的
投
資
か
ら
生
ず
る
利
用
可
能
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
分
配
は
、
い
つ
ま
で
継
続
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。
事
業
が

存
続
す
る
限
り
当
該
分
配
比
率
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
存
続
期
間
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 



 

５ 

 

七 

戦
略
的
投
資
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
や
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
と
い
っ
た
公
的
金
融
機
関
の
資
金
が
米
国
の
産
業
政
策
の
た
め
に
一

方
的
に
利
用
さ
れ
、
日
本
に
リ
ス
ク
の
み
残
る
「
下
請
型
」
経
済
安
全
保
障
に
な
る
懸
念
が
あ
る
。
政
府
は
、
戦
略
的
投
資

に
つ
い
て
、
記
者
会
見
や
国
会
に
お
け
る
答
弁
に
お
い
て
も
、
投
資
対
象
は
日
米
が
協
調
す
る
経
済
安
全
保
障
分
野
と
し
て

お
り
、
「
国
益
に
資
す
る
」
「
日
本
企
業
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
国
益
」
や
「
日
本
企
業
の
メ
リ
ッ

ト
」
は
何
を
意
味
す
る
の
か
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
戦
略
的
投
資
に
つ
い
て
、
日
本
が
受
け
る
利
益
に
つ
い
て
評
価
指
標
を
示
し
、
実
績
を
公
表
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

八 

国
家
予
算
の
約
三
分
の
二
に
匹
敵
す
る
約
八
十
五
兆
円
も
の
巨
額
な
戦
略
的
投
資
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
日
本
に
と
っ

て
収
益
性
の
あ
る
有
益
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
選
定
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
透
明
性
を
確
保
し
た

上
で
決
定
す
べ
き
と
考
え
る
。
日
米
で
作
る
協
議
委
員
会
や
米
国
で
組
織
す
る
投
資
委
員
会
の
議
事
録
や
提
出
さ
れ
た
資
料

は
公
開
さ
れ
る
の
か
。
公
開
さ
れ
る
場
合
、
い
つ
公
開
さ
れ
る
の
か
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


